
   

   

   

   

   

 

 
 

 平成１６年４月１９日 
農林水産省生産局

食料・農業・農村政策審議会生産分科会 
第２回畜産企画部会の概要について 

 

 
 下記のとおり、食料・農業・農村政策審議会 生産分科会 第２回畜産企画部会が開催されまし
た。 
 
 

記 
 

１．日 時 
  平成１６年４月１５日（木） １３：００～１６：１５ 
 
２．場 所 
  東京都千代田区九段南２－１－５ 
   農林水産省三番町分庁舎 ２階 大会議室 
 
３．出席者 
  委員等：別紙１のとおり[PDF] 
  事務局：畜産部長、畜産企画課長、他 
 
４．議事概要 
（１）畜産企画部会の検討スケジュールについて 
 畜産企画部会の検討スケジュールの見直しについて了承されました。 
 
（２）畜産企画部会の運営内規について 
 家畜改良増殖小委員会の運営について定めた畜産企画部会の運営内規が了承されました。 
 
５．意見交換 
  意見交換が行われ、委員からの主な発言は、以下のとおりでした。 
 
○ 食品残さの飼料化は循環型社会の実現のためにも重要。食品残さの飼料化を進めることが必要
ではないか。 
○ コントラクターによる耕種農家へのたい肥散布やＴＭＲ調製を行う構想はよい考えであるが、
このためには、地域をまとめて引っぱる人材が必要ではないか。 
○ 自給飼料基盤の面的拡大は限界。単収の向上のためには、草地更新が必要だが、規模拡大の結
果、草作りに手が回っていない。コントラクター等外部の力でカバーしていかなければならない。 
○ これからの酪農は分業・外部化の方向と総合・内部化の方向に分かれていくだろう。コントラ
クターは分業・外部化にとって不可欠だが、コントラクターに依存すると、コントラクターが行き
詰まった時に酪農家も同時に立ちいかなくなってしまうリスクがある。 
○ たい肥は作っても利用されずに余っている地域もある。地域の実態を把握した上で、たい肥の
利用推進を考えていかなければならない。 
○ 今回の酪肉基本方針では、生産目標の制限要因として環境問題が出てくるのではないか。生産
拡大による環境負荷を認識する必要がある。 
○ 生産者としても自給飼料を使っていきたいと考えているが、乳成分が安定しないなどの難しさ
がある。これまでは、乳量が「いい酪農家」の指標のようにいわれたため、乳量追求に走ってき
た。乳量の伸びや乳成分の安定には国産粗飼料では対応できなかったため、輸入粗飼料を使わざる
をえなかった。 
○ 放牧を取り入れた酪農経営は、これから進むべき方向と考えるが、実際にはあまり進んでいな
い。これは、放牧酪農といっても経営者ごとに多様な形態があり、施策としてターゲットを絞って
いないからではないか。 
○ 自給飼料生産を左右するのは天候。気候条件により品質と収量の安定した粗飼料を作るのは困
難な地域まで一律に自給飼料増産の議論に含めるのは難しいのではないか。 
○ 食育における畜産の役割は大きい。公共牧場のふれあい機能等により畜産の生産現場を国民に
伝えることにもっと取り組むべき。

 
 

問合せ先 
 生産局畜産部畜産企画課 



   

 
 
 

   松本、沖田 
 ℡ 3502-8111（内線3865, 3866） 
   3501-1083（直通）
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